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新株式等発行の差止め仮処分に関するお知らせ 

 

当社が平成 28 年 12 月 21 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当によ

る新株式及び新株予約権の発行について、当該新株式及び新株予約権発行の差止め請求に

係る仮処分の申立てがなされ、27 日付で仮処分が下されましたので、お知らせいたしま

す。 

なお、本日時点で当社に申立書は届いておらず、正確な情報は把握できていない状況でご

ざいます。大阪地方裁判所に昨日夕方架電して確認したところ、申立は 22 日付でなされて

おり、申立書は、当社の閉鎖されている大阪オフィスに送付されたのみであるとのことであ

り、稼働している東京オフィスに転送手続はなされなかったとのことです。また、既に 27

日付で仮処分が下されており、当社は審尋期日に参加する機会が全く与えられなかったこ

とから、詳細が確認できましたら、速やかに開示いたします。当社は、速やかに、保全異議

等の申し立てを行う予定です。 

 

                                   以 上 


